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令和 6年度 第 4回笛吹市子ども・子育て会議  会議録 

 

日 時 ： 令和 7年 3月 6日（木）午後 2時から 3時 15分 

場 所 ： 市役所保健福祉館 3階 健康増進室 

出席者 ： 早川 公仁委員長、上田 啓子副委員長、根津 美玲委員、 

浅川 加代子委員、佐川 成義委員、古屋 幸子委員 

藤盛 ちか子委員、角田 恵委員、壽 まや委員、 

渡邊 由美委員、桑原 薫委員、長谷部 信浩委員 

小林 宏一委員、河野 道子委員、 

※笛吹市子ども・子育て会議設置条例第 7条第 2項の規定により、会議成立。 

 

事務局 ： 田中 暁子子供すこやか部長、山口 茂樹保育課長 

      飯室 弘行子育て支援課長 

      子育て支援課 堀内 麻紀子、霜村 正浩、本庄 由美子、 

風間 雄太、長谷部 彩 

      保育課    清水 栄治、田中 貴幸 

  保健福祉部障害福祉課  橋本 さおり 

計画策定： ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 大塚 拓 

委託業者                      國分 俊憲 

 

 

次 第 

【進行：子育て支援課長】 

1. 開 会 

 

2. 委員長あいさつ 

 

3. 議 事 

（１）特定教育・保育施設等の利用定員の設定について 

（２）笛吹市こども計画（案）に対するパブリックコメント結果の報告について 

（３）笛吹市こども計画（案）について 

 

4. その他 

 

5. 閉 会 
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1.開 会 

 

2.委員長あいさつ 

  寒さや温かさが入り混じり、日に日に春めくそんな中、委員の皆様方には、

年度末の公私とも大変お忙しい中をご出席いただきましてありがとうござい

ます。今回は、パブリックコメント結果の報告や委員の皆様からいただいた計

画に関する意見等を踏まえ取り纏め、こども計画案の内容が中心の議題とな

ります。委員の皆様には、事前配布資料にてご一読される中で、ご質問、ご意

見または感想等をいただくことにより、笛吹市の子どもたちが、明るい未来へ

つながる道しるべになるよう、この計画が子どもたちに有益になるよう期待

して、私からのあいさつとさせていただきます。是非ご協力をよろしくお願い

いたします。 

  

 

3議 事（議長：委員長）「全体を通じて質問意見等については要約」 

（1）特定教育・保育施設等の利用定員の設定について 

 

【説明】資料に沿って説明（事務局） 

 

【質問意見等】 

（角田委員） 

  保育所の規模が拡大し、色々なお子さんを預かれる認定こども園が増える

ことは、嬉しく思う。その中で、定員が増える施設は、改修等で拡大されるか

お尋ねしたい。また、子どもが１歳の時に仕事復帰される方が多く、１号認定

の３歳から入園入所するよりも、未満児で入園入所を希望する方が非常に多

く、３号認定の数が増えると嬉しいが、その詳細を教えていただきたい。 

 

（事務局） 

  施設の改修はないが、施設によっては元々子どもが多かった頃の施設とい

うこともあり、面積的な余裕はある。県の認可定員と利用定員を見ても、県の

認可の方が、多い状態になっており、ハード的な枠としては、余裕があると考

えられる。そこで、未満児さんの希望があり、園等の考えにもよるが、保育士

等が配置可能であれば、その部分を増やすことも可能と考える。今回、認定こ

ども園になることによって、保育を必要とする２・３号認定の子が増えず、保

育の必要性のない１号認定の子も受け入れる運営にしましょうというのは、

その園の考えもあると思います。ただ、来年度入所を希望する子どもの数は、
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園も把握しており、その上で設定となるので、その園の需要は網羅できている

と考えている。 

 

 

（2）笛吹市こども計画（案）に対するパブリックコメント結果の報告につい

て 

 

【説明】資料に沿って説明（事務局） 

 

【質問意見等】 

特になし 

 

 

（3）笛吹市こども計画（案）について 

  

 【説明】資料に沿って説明（事務局） 

 

（浅川委員） 

 前回意見として出されたことが、きちんと反映されており、安心しました。

これからも、子どもたちにとっても、皆にとっても、より良く住みやすい笛吹

市になるようご尽力いただきたいと思います。 

 

（角田委員） 

  修正、加筆等ありがとうございました。追加された内容を含め改善していた

だきたいところがある。８７ページ「扶養している人」は、「監護、養育して

いる人」が正しいと思う。８９ページ「効果が期待できる治療」は、「手術等

の治療」と明記した方が、分かりやすいと思う。９０ページ市の事業名に「購

入費」と入っていることから「補聴器購入費助成事業」とした方が分かりやす

いです。８５ページ児童としては１８歳未満が対象であるが、児童が２０歳に

達するまでは引き続き利用ができるため、ライフステージ別としては、「１９

歳以上」の欄に〇が入るのではないかと思う。１０６ページまちづくり推進事

業は、小学生と協働で行っているので、ライフステージ別の「小学生」にも〇

が入ると思う。１３４ページ地域子育て支援拠点事業の量の見込みについて

は、拠点事業の代表としてこの会議に参加しているが、この急激な利用者の上

り幅には困惑してしまう。量を増やせば良いというより質を高める方向で運

営している。他事業の放課後児童健全育成事業やファミリーサポート事業等
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同様であると思うが、少子化もあり、大きな増加は見込めないと思う。もちろ

ん、上を目指す努力はするが、無理があってはいけないので、見直しを検討し

ていただきたいと思う。 

 

（事務局） 

  ８７ページからのご意見につきましては、確認をさせていただきながら、修

正等を加えていきたいと考えます。最後にありました１３４ページ地域子育

て支援拠点事業の量の見込みについては、現状実績から導く計算式がありま

す。このことから少子化と言われていますが、その要素を含め、計算した内容

となります。また、本年度笛吹市春日居に地域子育て支援拠点を整備しており、

子育てのニーズに対応するといった方策を推進していることも考慮していま

す。ご指摘をいただいたことについては、もう一度勘案するようにし、その中

で修正箇所があれば対応していくようにします。 

 

（早川委員長） 

  ここで総括的に回答をしたが、必要であれば対応をしていただきたいと思

います。 

 

（浅川委員） 

  １３９ページ病児病後児保育事業について、以前市外で病児保育事業に携

わっていた。この文面では、「看護師等が一時的に保育を行う」とあるが、親

としては、保育士はいないのかと誤解を招く恐れがあると思う。保育士も携わ

るのであれば、保育士の明記をした方が、安心して利用ができると思う。 

 

（事務局） 

  この計画書を見る方は、この事業に詳しくない方もいるといことを想定す

べきでありましたので、お気付きになられた箇所については、市民の代表の声

と捉え修正したいと思います。 

 

（早川委員長） 

 委員の皆さんのご協力を持ちまして議事を終了したいと思いますが、ご意見

がありましたことについては、修正等対応をお願いしたいと思います。ありが

とうございました。 
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4その他 

 

（事務局） 

笛吹市こども計画・同概要版の今後予定及び子ども・子育て会議委員報酬の

説明 

 

5. 閉 会 


